四條畷市福祉基金助成金交付要綱
　（目的）
第１条　市民の積極的な福祉活動の振興を図るため、四條畷市福祉基金条例（平成３年条例第２１号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、条例第１条に定める四條畷市福祉基金（以下「基金」という。）の運用益を用いて四條畷市福祉基金助成金（以下「助成金」という。）を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
　（助成の対象事業）
第２条　助成金の交付の対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、四條畷市福祉基金条例施行規則第２条第１項第１号に定める事業とする。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成金の交付　の対象とならない。ただし、条例第７条に規定する四條畷市福祉基金事業運営委員　会（以下「委員会」という。）において特に必要があると認めるものについてはこ　の限りでない。
（１）　在宅要配慮者又は社会福祉施設入所者に対し金品を直接に給付する事業
  （２）　社会福祉法人等が自らの責任において実施すべき性格を有する事業
  （３）　助成金による前年度と同一の物品購入事業
　（４）　公の秩序又は善良の風俗を害する事業
　（５）　政治活動や宗教上の教義を広める活動を有する事業
　（６）　前５号に掲げる場合のほか、助成金事業の適正な執行に支障となる事業

（助成対象団体）

第３条　助成金の交付の対象となる団体は、市内にその活動拠点を有し、又は市内で活動の主要部分を行っている福祉活動の実績のある法人その他の団体とする。
２　四條畷市暴力団排除条例（平成２４年条例第１１号）第２条に規定する暴力団及び暴力団密接関係者でないこととする。
　（助成の対象経費）
第４条　助成金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、助成事業に要する経費から次の各号に掲げる経費を除いたものとする。
（１）　自らの責任において負担すべき性格を有する経費
（２）　助成事業に係る助成金以外の収入
　（助成金の額）
第５条　助成金の額は、１団体につき、対象経費の額と３０万円とを比較していずれか少ない方の額とする。
２　前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認める事業については、２００万円を超えない範囲で助成することができる。
３　助成金申請額の総額が予算額を超えた場合は、各申請額に総申請額を除して得た　数を予算額に乗じた額を助成上限額とする。
　（助成金の交付申請）
第６条　助成金の交付の申請をしようとする者は、四條畷市福祉基金助成金交付申請書（様式第１号）を市長に対し、その指定する日までに提出しなければならない。

２　前項の申請書には、四條畷市福祉基金助成金事業計画書（様式第２号）を添付しなければならない。
　（調査審議）
第７条　市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る事業に関する審議を委員会に諮問するものとする。
２　委員会は、前項の諮問があったときは、予算の範囲内で、基金の設置目的、助成金の交付目的及び次の各号に掲げる事項について、申請者等による発表及び聴取を行い、当該事業に対する助成金の額について審議するものとする。
（１）　実施可能な事業であること。
（２）　営利を目的としない事業であること。
３　委員会は、速やかに前項の審議結果を市長に答申するものとする。
　（助成金の交付決定）
第８条　市長は、前条第３項の報告に基づき、助成金の交付の決定を行い、四條畷市福祉基金助成金交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。
２　市長は、申請者のうち前項の決定を受けない者に対し、助成金の不交付の旨を通知するものとする。
　（助成事業の遂行）
第９条　助成事業の遂行については、次のとおりとする。
（１）　助成事業に要する経費の配分の変更は、物品購入費を除き、可能とする。（２）　助成事業の内容の変更及び計画外の経費科目の支出をする場合は、市長の　　　承認を受けること。ただし、物品購入費の支出については、原則、認めない。
（３）　助成事業を中止する場合は、市長の承認を受けること。
（４）　助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
（５）　助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておくこと。
（６）　助成事業により取得し、又は効用を増した財産については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効果的な運用を図ること。
（７）　助成事業により取得し、又は効用を増した財産を処分する場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
（８）　助成事業の実施にあたり、基金の運用による助成金を受けていることを周知しておくこと。
　（助成申請の取下げ）
第１０条　助成金の交付の申請の取下げをすることができる期間は、第８条第１項の規定による通知を受け取った日から３０日以内とする。
　（助成金の請求及び交付）
第１１条　助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付の決定通知を受け取った後、速やかに四條畷市福祉基金助成金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとする。　（事業完了報告）
第１２条　助成金の交付を受けた者は、事業の完了後３０日以内の日又は翌年度４月１０日のいずれか早い日に四條畷市福祉基金助成金事業完了報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。

　（報告書の確認等）
第１３条　助成金の交付を受けた者は、前条の報告書に添えて四條畷市福祉基金助成金事業成果報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、助成金の適正な執行を図るため必要があると認めたときは、助成金の交付を受けた者に対し必要な報告若しくは関係書類の提出を求め、又は帳簿等を検査することができる。

（助成金の額の確定等）

第１４条　市長は、第１２条の規定による報告があった場合、当該報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件を適否確認し、交付すべき助成金の額を確定するとともに、四條畷市福祉基金助成金確定通知書（様式第７号）を当該助成事業者に通知するものとする。
　（助成金の交付決定の取消し）
第１５条　市長は、助成金の交付を受けた者が、助成金の他の用途への使用をし又は助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
　（助成金の返還）
第１６条　市長は、助成金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
２　市長は、第１２条の規定による四條畷市福祉基金助成金事業完了報告書等の収支　決算において余剰金が生じたときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（委　任）
第１７条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この要綱は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成７年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
附　則

この要綱は、平成２４年１２月２１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和５年８月１５日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、令和７年１１月２１日から施行する。
（様式第１号）
　 　年　　月　　日
四條畷市長　あて
所　在　地
名　　　称
代表者氏名　 　　　　　　　　　　　　　
四條畷市福祉基金助成金交付申請書
標記の助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。
記
１　事業名
２　事業費総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
３　助成金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
[image: image3.emf]〒 　　　連絡担当者氏名

フリガナ フリガナ

名　　　称 代表者氏名

２・事業実施の概要 添付書類

成果物の写真

パンフレット等実

績のわかる物

３．収支決算 領収書（写）等

単位：円 単位：円 支払いを証する

収入 科目 予算 決算 支出 科目 予算 決算 書類

市助成金 施設利用料

交通費

報償費

印刷費

通信運搬費

物品購入費

消耗品費

自己資金 保険料

その他助成金 その他

計

助成対象外経費

計

４・事業による効果の概要

記載等の注意

１．記載はできるだけ詳細に記入して下さい。なお、この他詳細に説明できるものがあればこれを添付し、本書は箇条書きとして下さい。

２．領収書等原本の写しを添付する場合は代表者の原本と相違ない旨の証明が必要です。

所在地

１．報告書



四條畷市福祉基金助成金事業成果報告書


（様式第３号）
  　第　　　　　　　　　号
　　年　　月　　日

　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四條畷市長 
四條畷市福祉基金助成金交付決定通知書
　　　　　年　　月　　日付けで交付申請のあった四條畷市福祉基金助成金は、下記のとおり決定したので、四條畷市福祉基金助成金交付要綱第８条の規定により通知します。
記
１　　交付決定金額        金　　　　　　　　　  円
２　　条　　　　件
（１）要綱第９条に掲げる条件を厳守すること。
（２）要綱第１２条の事業完了報告書提出の期日を厳守すること。
（様式第４号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　四條畷市長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　
四條畷市福祉基金助成金交付請求書
　四條畷市福祉基金助成金交付要綱第１１条の規定により、下記のとおり請求します。
記
金　　額　　　　　　　　　　　　　　　円
　　ただし、　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号に基づく助成金
（様式第５号）
　 　年　　月　　日
四條畷市長　あて
所　在　地
名　　　称
代表者氏名　 　　　　　　　　　　　　　
四條畷市福祉基金助成金事業完了報告書
四條畷市福祉基金助成金交付要綱第１２条の規定により、下記のとおり報告します。
記
	助成事業完了の年月日
	 　　　年 　　　月 　　　日

	事業費総額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	助成金交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	助成金精算額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	差　　　　　　　　額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	差額が生じた理由
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


（様式第６号）
四條畷市福祉基金助成事業成果報告書
（様式第６号）

[image: image2]
（様式第７号）
  　第　　　　　　　　　号
　　　　年　　月　　日

　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四條畷市長 
四條畷市福祉基金助成金確定通知書
　　　　　年　　月　　日付けで交付決定した四條畷市福祉基金助成金の額は、下記のとおり確定したので、四條畷市福祉基金助成金交付要綱第１４条の規定により通知します。
記
助成金確定額        　　　　金　　　　　　　　　  円
[image: image1.emf]様式第２号

　　　　　　　　　　（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

添付書類

〒 連絡担当者氏名 定款・寄附行為

ＴＥＬ（　　　　　）　　　　　　　－

フリガナ フリガナ 規約又は会則

名　　　称 代表者氏名

２・申請者の概要 １．役員名簿

　　設立年月日 　又は会員名簿

    活動状況

２．過去の活動

状況が詳細にわ

かる印刷物等

３．申請事業の内容

（１）目　　　的 申請事業の詳細

がわかる資料

（２）内　　　容

（３）期待される効果

４・申請事業の資金計画

　　収入　 市助成金（申請額） 円　　支出 施設利用料 円１．見積書

交通費 円パンフレット等

　　　　　　　 自己資金 円 報償費 円

　　　　　 　　（調達方法） 印刷費 円２．自己資金の

通信運搬費 円調達に係る書類

　　　　　　　 その他の助成金 円 物品購入費 円

消耗品費 円

保険料 円

その他 円

　　　　　　　計 円 助成対象外経費 円

　　計 円

５．申請事業の実施予定期間　　　　　　　　　　年　　月　　日（開始）から　　　　　　年　　月　　日（終了）まで

記載等の注意

１．所在地は、法人にあっては定款に定める法人の住所、その他法人以外の団体にあっては、連絡・通知する場合の事務所等の所在地を記入して下さい。

２．連絡担当者は、事業内容を熟知している事務担当者の氏名を記入してください。ＴＥＬはこの担当者に連絡できる番号を記入して下さい。

３．設立年月日は、法人にあっては法人設立年月日を、その他は発足あるいは、結成の年月日を記入して下さい。

４．２欄、３欄の記入は要点を箇条書きにまとめて下さい。

５．添付書類は１から４の順に別途綴って下さい。

１．申請者



　　　　四條畷市福祉基金助成金事業計画書

所在地

